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企業振興促進条例
①　企業振興促進制度
　町内における企業振興を促進するため、町内に事業場を新設、または増設する方に対し、助成や固定資産税の課税
免除を行う制度です。
　対象となるのは、工場や宿泊施設など18事業場です。
　また、新設・増設に加え、事業場の移転や、事業場を移転した上で業種を転換する場合も対象となります。

例）　飲食店を新設・増設・移転または他の業種から飲食店に転業する場合

飲食店 対象要件
投資額 新規雇用者 助成額

500万円以上 ２人以上新設 投資額の３％以内、上限200万円
150万円以上増設 投資額の３％以内、上限 30万円
 50万円以上移転または転業 投資額の３％以内、上限 20万円

（注）�その他の業種の事業場については、町のホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。
※投資額／事業場の建物および営業用設備の取得額。
※新規雇用者／事業者が新規に雇用する、本町に住民登録をしている方か、住民登録を予定している方。

②　新規雇用支援
　本町に住民登録をしている方か、住民登録をする予定の方を雇用する事業者に対し、その賃金の一部を１年間補助
します。

対象事業者
（次の全てに該当すること）

対象となる新規雇用者
（次の全てに該当すること）

利用回数
および人数

補助金額
（月額）

�弟子屈町に住所を有する方を積極
的、かつ継続的に雇用する意思が
ある事業者。
町が出資していない事業者。
町税などを滞納していない事業者。
�雇用保険に加入している、または
加入する事業者。
�過去１年間に事業主の事由による
退職者がいない事業者。

�雇用保険に加入し、1年を超え
て雇用される方。
�当該事業者（法人、その他の団体
では、その役員）の３親等以内の
親族でない方。

１事業所につき
１回、かつ新規
雇用者２人まで

１人かつ１カ月に
につき、支払った
月額賃金の10分の
３の額とし、３万
円を限度とする。

③　空き店舗の活用促進
　空き店舗を利用して事業を行う方に、賃借料や改築費を補助します。対象となる空き店舗は、賃貸借契約を締結す
る際に事業が行われていない店舗および事業用に使用していた家屋などで、次に該当する場合です。

申請者
（次の全てに該当すること）

賃貸借契約の相手方
（次の全てに該当しないこと）

新たに開業する方。
�空き店舗を利用して積極的、かつ継続
的に事業を営む意志のある方。
�町が出資していない法人やその他の
団体。
町税などを滞納していない方。
この補助を使用したことがない方。

▼補助対象者が個人の場合
補助対象者の３親等以内の親族。
補助対象者が役員の法人。
補助対象者の３親等以内の親族が役員の法人。

▼補助対象者が法人の場合
補助対象者の役員、または当該役員の３親等以内の親族。
補助対象者の同族会社。
補助対象者の同族会社の役員又は当該役員の３親等以内の親族。

　 ▼補助金の額
　賃借料補助金
　　　補助期間／２年間
　　　補助金額／営業開始１年目　月額賃借料の３分の２以内で限度額５万円
　　　　　　　　営業開始２年目　月額賃借料の３分の１以内で限度額２万5,000円
　改築費補助金
　　　補助対象費／空き店舗の営業に係る部分の改築・改装および営業用設備設置費用
　　　補助金額／改築費用の２分の１以内とし、上限額100万円問い合わせ先／役場観光商工課商工振興係☎４８２‐２９４０（課直通）

中小企業振興条例
④　融資
　本町の中小企業や協同組合などの経営の合理化と経済的地位の向上、事業運営の基礎となる金融の円滑化のため、
貸し付けを行っています。

　 ▼対象
　中小企業等協同組合法による協同組合。
　町内に独立した事業所や店舗を有して事業を行い、事業が北海道信用保証協会の保証対象業種の方。
　町税などを滞納していない方。

貸付金の
種類

貸付限度額
個人 法人

  600万円以内   600万円以内運転資金
1,500万円以内 1,500万円以内設備資金

※�申し込み方法／金融機関・北海道信用保証協会の所定の借入申込書に必要書類を添付し、弟子屈町商工会に提出。町を経て金融機関に申し
込みます。
※償還方法／割賦償還か一時償還で、運転資金は６カ月以内、設備資金は12カ月以内の据え置き期間を置くことができます。

償還期間
個人 法人

５年以内 ５年以内
10年以内 10年以内

貸付金の用途

経営合理化に充てるもの
設備の近代化・合理化に充てるもの

季節労働者等資格取得促進事業
⑤　季節労働者等資格取得促進事業
　季節労働者の方などの通年雇用化を目的に、新規に資格を取得した方に対し、費用の一部を助成しています。

　 ▼ �補助対象者／次に該当する方。ただし、下表①の資格取得事業を受講する場合は、当該年度または前年度に雇用
保険の短期雇用特例求職者給付の受給資格を得て、現在、雇用保険の一般被保険者でないこと。

　本町に居住し、住民登録をしている。
　町税などを滞納していない。
　下表①～③の資格取得事業のうち、受講した講座において資格検定試験に合格している。
　取得した資格を活用し、町内の事業所などで働く意思がある。
　資格取得に係る経費について、本事業から補助を受けたことがない。

※�補助対象となる経費は、資格取得事業のうち教育訓練などに要する入学料または登録料、教材費を含む受講料で、その講座で受講者の方
が支払った額です。

補助対象事業 補助金額（千円未満は切り捨て）
①�釧路地域通年雇用促進支援協議会が実施する季
節労働者資格取得事業に該当するもの 受講料などの10分の２と５万円の、いずれか低い方の額

②介護職員初任者研修課程を修了する事業 受講料などの10分の５と８万円の、いずれか低い方の額

③�その他、町長が必要と認める通年雇用化に結び付
く資格取得事業 町長が必要と認める額


